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Ⅰ 問題の所在

日本の少子高齢化が進むにつれて，労働力不足

の解消を目的とした外国人労働者の受け入れが近

年積極的に進められるようになっている。日本政

府は２０１９年４月に施行された新たな在留資格であ

る特定１号・２号を創設する改正入管法によって

特に人出不足が深刻な業種を対象に外国人労働者

を３４万５千人受け入れようとしている。このこと

は，今後，日本が移民国家としての道を歩むべき

なのか否かについて多くの議論を巻き起こしてい

る１。だが，一方で１９９０年代初頭の入管法改正に

より，人出不足を解消するために日系ブラジル人

を中心とした外国人が主に製造業で就労するため

に来日し，既に数多く定住している事実がある。

彼らは主に関東や東海地方の工業都市で集住した

ことから，それらの地方自治体において彼らを巡

る問題が顕在化して久しい。

２０１８年秋の入管法改正を巡る国会議論において

安倍首相がたびたび「移民政策と誤解されないよ

うに」と発言していたことからもわかるように，

日本政府は一貫して外国人住民を社会に統合する

移民政策を展開することを怠ってきた。２このた

めに，外国人住民に対する支援は「多文化共生政

策」３として地方自治体がほとんど一手に担ってき

たといえる。

しかし，そうした地方自治体による多文化共生

政策については，いまだに多くの課題が指摘され

ている（樋口，２０１９）。そのうちの一つに，多く

の地方自治体内において多文化共生政策を展開す

るにあたり総合調整的な役割を果たす組織が存在

しない点が挙げられる。外国人住民の支援に長年

関わり，東京都の清瀬市議会議員でもある石川は，

地方自治体が多文化共生政策を効果的に展開でき

ない理由の一つとして，多文化共生政策を展開す

るあたり総合調整的な役割を果たす組織が存在し

ないために，支援を必要とする外国人住民が縦割

り行政の弊害に遭遇しがちであることを挙げてい

る（石川，２０１１，２０１３）。そもそも，総務省が２００６

年に公表した地方自治体に多文化共生推進プラン
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の策定を求める報告書には，「多文化共生施策は

地方自治体の内部組織の複数の部局にまたがって

関係しているのが実態であり，地方自治体におい

ても国の各省庁と同様に縦割りの対応が少なくな

かったため今後は外国人住民施策担当部局が中心

となって，横断的な連絡調整を行い，各部局の連

携が図られるようにすべきである。」（総務省，２００６，

p．３８）との指摘がある。多文化共生の推進を所管

とする担当部署を庁内に設置する必要を指摘して

いる。また，若山・俵・西村（２０１８）は，多文化

共生政策を主な所掌事務としている課や係が存在

する自治体ほど，多文化共生政策が充実する傾向

にあることを実証的に明らかにしている。地方自

治体の組織は，政策を効率的に展開するために構

成されている側面がある（加藤，２０１６）ことを考

慮すれば，地方自治体に多文化共生政策を展開す

るにあたり総合調整的な役割を果たす課や係など

の行政組織が存在しないことは，外国人住民に適

切な支援が届かない可能性を高めることになるの

ではないだろうか。

それでは，地方自治体に多文化共生政策を展開

するにあたり，総合調整的な役割を果たす行政組

織が存在するか否かはどのような要因によって決

まるのだろうか。本稿では，多文化共生政策の展

開に関する先行研究を手掛かりに，外国人住民の

人口比率と人口数が影響しているとの仮説を提出

したい。特定の地域における複数の自治体を調査

した先行研究によれば，地方自治体における外国

人住民の人口比率や人口数が多い自治体ほど，外

国人住民に対する多文化共生政策が充実するとい

う（高畑，２００１；松宮・山本，２００９；阿部，２０１７；

井澤・上山，２０１８）。すなわち，地方自治体に外

国人住民が増加することで彼らを巡る課題が顕在

化し，そうした課題への対応としてまず地方自治

体内に多文化共生政策を担当する組織が設置され，

そしてそうした課や係などの行政組織を中心に多

文化共生政策が積極的に展開されるという経路が

考えられるのではないだろうか。

そこで本稿では，特にニューカマーが数多く居

住する関東と東海地方，そして比較対照として北

陸・甲信地方の基礎自治体（市区町村）を事例に，

多文化共生政策を展開するにあたり総合調整的な

役割を果たす組織の有無を調査する。それを地図

上に視覚的に描くことによってそうした行政組織

の存在が自治体の外国人住民人口比率や人口数と

どのような関係にあるかを検証することを目的と

する。第二節では，各地方の多文化共生政策を担

当する組織（課・係）の有無，外国人住民人口比

率，そして外国人住民人口数について，その分布

を地図上に表現できるGISソフトを使用してそれ

ら３つの変数の間にどのような関係があるのかと

いう視点から，その分布を確認する。その後，統

計分析によってもその関係を検証する。第三節で

は，本稿の分析によって得られた知見をまとめ，

今後の課題を整理する。

Ⅱ 多文化共生政策を担当する組織（課・係）の

有無，外国人住民人口比率，そして外国人人

口数：地理的な分布の確認

本節では，まず各地方の多文化共生政策を担当

する組織（課・係）の有無，外国人住民人口比率，

そして外国人住民人口数にどのような関係がある

のかを，地図上に表現できるGISソフト４を使用し

てその分布を確認する。外国人住民人口比率や外

国人住民人口数については，既に高畑（２０１５）や

石川（２０１９）によってその分布が地図上に表現さ

れているが，多文化共生政策を担当する組織（課

・係）の有無については管見の限り地図上で表現

した先行研究は存在しない。この点は本稿の貢献

として挙げることができる。

３つの変数の各地方の分布状況を確認する前に，

データの作成過程や参照先を記しておきたい。

まず地方自治体の多文化共生政策を担当する行

政組織（課・係）の有無５をデータ化するにあた

っては北関東（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県）

南関東（千葉県，東京都，神奈川県），北陸・甲

信（新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県，

長野県），そして東海（岐阜県，静岡県，愛知県）

の全ての基礎自治体（市区町村）６，全６９２自治体

のインターネット上に公開されている例規集に含

まれている行政組織に関する条例や規則を確認す

ることで，多文化共生政策を担当する行政組織（課

・係）の有無を判定した７。行政組織に関する条

例や規則には，部・局・課・係の所掌事務が文章

で列挙されている。本稿では，一自治体に数多く

存在する行政組織のそれぞれが多文化共生政策を
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図１ 多文化共生政策担当課・係の有無：北関東

図２ 外国人住民人口比率：北関東
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主要な所掌事務とする課・係かどうかを判断する

にあたり，次のような基準を設けた。課について

は，列挙されている所掌事務が多文化共生政策に

関するものであることが半数を超える場合，そし

て係については四分の一を超える場合，多文化共

生政策を展開するにあたり総合調整的な役割を果

たす行政組織（課・係）がその自治体に存在する

ものとしてカウントすることとした８。

次に外国人住民人口比率と外国人住民人口数に

ついては，総務省のHPから住民基本台帳に基づ

く市区町村別の外国人住民人口数（２０１９年１月１

日時点）を使用した９。外国人住民人口比率は，地

方自治体の全住民に占める比率を意味している。

図１は北関東（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉

県）における多文化共生政策を担当する課・係の

有無を，図２は同地方の外国人住民人口比率を，

図３は同地方の外国人住民人口数を市区町村別の

地図でビジュアル化したものである。これらの図

からわかるのは，確かに外国人住民比率や人口数

が高くなるほど，多文化共生政策を担当する行政

組織（課・係）が存在する地方自治体が多いこと

である。例えば，日系ブラジル人の集住地区とし

て有名な群馬県大泉町などは町であるにもかかわ

らず多文化共生政策を担当する課（多文化協働課）

を設置している。また，さいたま市などの政令指

定都市や県庁所在地や県内第二，第三の都市にお

いては課や係が多く設置されている事例が見受け

られる。ただ，他方で外国人住民人口比率や人口

数がそれほど高くないにもかかわらず多文化共生

政策を担当する係が存在する日光市（外国人住民

数９１２人，比率１．１％）などの例も存在することか

ら，必ずしも外国人住民人口の比率や規模のみが，

自治体に多文化共生政策を担当する組織を設置さ

せる要因とは言い切れないことがわかる。また，

茨城県常総市のように外国人住民人口比率が

７．８％に達しているにもかかわらず，多文化共生

政策を展開するにあたり総合調整的な役割を果た

す行政組織が存在しない自治体も見受けられる。

どのような要因が多文化共生政策を担当する行政

組織の形成を妨げているのだろうか。

図４は南関東（千葉県，東京都，神奈川県）に

おける多文化共生政策を担当する課・係の有無を，

図５は同地方の外国人住民人口比率を，図６は同

地方の外国人住民人口数を市区町村別の地図でビ

図３ 外国人住民人口：北関東
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図４ 多文化共生政策担当課・係の有無：南関東

図５ 外国人住民人口比率：南関東
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ジュアル化したものである。これらの図からわか

るのは，神奈川県の政令指定都市（横浜市，川崎

市，相模原市）と東京都の区部ほど，多文化共生

政策を担当する行政組織（課・係）が存在するこ

とである。ただ，東京都のいくつかの区において

は多文化共生組織を主要な所掌事務として担当す

る行政組織（課・係）が存在しておらず，そうし

た組織の形成を阻害する要因が存在していること

がわかる。図６の外国人住民人口から明らかなよ

うに，東京都のこれら区部の外国人住民人口は都

心部ということもあり，１から４万人の範囲に渡

っている。この結果から外国人住民人口数が増え

れば多文化共生政策を担当する行政組織（課・係）

が配置されるとは言い切れないことがわかるだろ

う。

図７は北陸・甲信（新潟県，富山県，石川県，

福井県，山梨県，長野県）における多文化共生政

策を担当する課・係の有無を，図８は同地方の外

国人住民人口比率を，図９は同地方の外国人住民

人口数を市区町村別の地図でビジュアル化したも

のである。他の地方と比べると，北陸・甲信は外

国人住民が少ないこともあるためか，多文化共生

政策を担当する組織（課・係）の分布は県によっ

てかなりばらつきがある。福井県を除き，県庁所

在地（新潟市は政令指定都市）においては課が設

置されているものの，山梨県は県庁所在地の甲府

市以外の自治体においては多文化共生政策を主要

な所掌事務として担当する組織は存在しない。ま

た，福井県はあわら市を除き，多文化共生政策を

担当する行政組織（課・係）を設置している自治

体が存在しないことがわかった。福井県越前市は，

外国人住民比率が５．２％とこの地方ではかなり高

いが，多文化共生政策は総務部市民協働課の１１の

業務内容のうちの１つとして位置づけられている

のみであった。比較的多くの自治体が多文化共生

政策を担当する行政組織（課・係）を設置してい

るのは富山県と長野県である。ただ，長野県白馬

村は外国人住民比率が１０％を超えているものの，

村ということもあり，外国人住民への支援を主要

な所掌事務とする行政組織（課・係）は存在しな

かった。外国人住民の集住地とはいえないこの地

方においては，外国人住民比率と外国人住民人口

数はあまり関係のないようにみえる。

図１０は東海（岐阜県，静岡県，愛知県）におけ

図６ 外国人住民人口：南関東
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図７ 多文化共生政策担当課・係の有無：北陸・甲信

図８ 外国人住民人口比率：北陸・甲信
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図９ 外国人住民人口：北陸・甲信

図１０ 多文化共生政策担当課・係の有無：東海
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図１１ 外国人住民人口比率：東海

図１２ 外国人住民人口：東海
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る多文化共生政策を担当する課・係の有無を，図

１１は同地方の外国人住民人口比率を，図１２は同地

方の外国人住民人口数を市区町村別の地図でビ

ジュアル化したものである。本稿で対象としてい

る地方のなかで，東海地方は外国人住民人口比率

や人口数と地方自治体の多文化共生政策を担当す

る行政組織との関係が最も明確に存在しているこ

とがわかる。東海地方においては，外国人住民人

口比率や人口数が増えるほど，地方自治体におい

て多文化共生政策を主要な所掌事務とする行政組

織（課・係）が設置されている可能性が高くなる

ことがはっきりとわかる。ただ，３つの変数の関

係が明確にわかる東海地方においても，外国人住

民人口比率が高い（４．５％）にもかかわらず，多

文化共生政策を担当する行政組織（課・係）が存

在しない静岡県磐田市１０などの例がある。そして

外国人住民比率が高くはない（１から２％）にも

かかわらず，政令指定都市であることもあって多

文化共生政策を展開するにあたり総合調整的な役

割を果たす行政組織（市民局男女参画・多文化共

生課）が存在する静岡市などの例もある。こうし

た例外的な自治体も数多く存在することは指摘し

ておくべきだろう。

最後に，統計分析（クロス集計表分析）を行う

ことで，多文化共生政策を担当する行政組織（課

・係）の有無と外国人住民人口比率との関係を検

証する１１。表１（クロス集計：地方自治体数）と

表２（クロス集計：行比率）は，本稿で対象とし

た全地方の地方自治体（６９２自治体）における外

国人住民比率と多文化共生政策を担当する行政組

織（課・係）の有無との関係をみたものである。

それによると，外国人住民比率が８％以上の自治

体を除けば担当の行政組織がない自治体が多数を

占めているものの，外国人住民人口比率が高くな

るほど，有意に多文化共生政策を担当する行政組

織（課・係）が存在する自治体が増加しているこ

とがわかる。地図上で視覚的にも関係できるだけ

でなく，統計的にも外国人住民人口の比率の高さ

が，当該の地方自治体の組織編成に確かに関係し

ているのである。

Ⅲ 結論

本稿は関東，北陸・甲信，そして東海地方の基

礎自治体（市区町村）を事例にして多文化共生政

策を担当する行政組織（課・係）の有無を調査し

た。それについてGISソフトを使用して地図上に

視覚的に描くことにより，多文化共生政策を展開

するにあたり総合調整的な役割を果たす行政組織

の存在が自治体の外国人住民人口比率や人口数と

どのような関係にあるかを検証した。検証の結果，

確かに外国人住民比率や人口数と地方自治体の多

文化共生政策を担当する組織の有無との間にはプ

ラスの関係があるが，例外も数多くみられること

がわかった。

外国人住民人口比率や人口数が地方自治体にお

ける多文化共生政策を担当する組織（課・係）の

設置に影響しない事例も存在するという本稿の検

証結果は，地方自治体の組織編成に影響する他の

要因についても考慮する必要があることを示して

いる。例えば，地方自治体の首長の意向が地方自

治体の組織編成に影響している可能性がある。先

行研究においては，地方自治体の組織変革には首

長の政治的動機が反映している可能性が挙げられ

ている（加藤，２０１６；宋，２０１９）。政策を効果的

表１．クロス集計：地方自治体数

多文化共生担当課・係の有無

その他 係 課 計

外国人住民

人口比率（％）

x ＜２％ ３４２ ３７ ４２ ４２１

２≦ x ＜４ １１２ ３４ ４４ １９０

４≦ x ＜６ ３０ １０ １７ ５７

６≦ x ＜８ ９ ４ ２ １５

８≦ x ２ ３ ４ ９

計 ４９４ ８８ １１０ ６９２

χ２乗値：５８．６４６５７
p＝０．００

表２．クロス集計：行比率（％）

多文化共生担当課・係の有無

その他 係 課 計

外国人住民

人口比率（％）

x ＜２％ ８１．２４ ８．７９ ９．９８ １００

２≦ x ＜４ ５８．９５ １７．８９ ２３．１６ １００

４≦ x ＜６ ５２．６３ １７．５４ ２９．８２ １００

６≦ x ＜８ ６０．００ ２６．６７ １３．３３ １００

８≦ x ２２．２２ ３３．３３ ４４．４４ １００

計 ７１．３９ １２．７２ １５．９０ １００



外国人住民の人口規模が地方自治体の多文化共生政策を担当する行政組織の形成に与える影響

－９９－

に展開するための職務的変革以外にも，首長の交

代などの政治的変化によって新たな政策目標が設

定され，それに基づいて組織変革がもたらされる

ことがあるという（加藤，２０１６，pp．５０－５２．）。

また，外国人労働者の受け入れ拡大を目的とした

国政レベルの近年の政策変化も，地方自治体の組

織変革に影響している可能性がある。例えば，福

井県あわら市は外国人住民人口比率と人口数は高

くない（外国人住民人口比率１．５９％，外国人住民

４５０人）にもかかわらず，外国人労働者の受け入

れを拡大する改正入管法２０１９年４月に施行された

ことを受けて総務課に国際室を２０１９年度から新設

している１２。その他，地方自治体の財政状況や社

会・経済状況など，地方自治体間の多文化共生政

策を担当する組織（課・係）の有無や一自治体内

の組織変革（多文化共生政策を担当する組織が新

たに形成される）に影響していると思われる要因

は数多い。これらその他の要因がどのような影響

を与えているのかを検証することが今後の課題で

ある。

〈注〉

１ 将来の移民政策を巡る近年の議論や政策提言について

は明石（２０１７）を参照。
２ 日本政府の外国人住民に対する社会統合政策が立ち遅

れていることについては山脇（２０１６）を参照。
３ 本稿では，地方自治体の外国人住民に対する施策（言

語，医療，福祉，住宅，教育，そして防災などの外国

人住民の生活に関する支援制度や相談窓口）や日本人

住民を対象とした異文化理解教育や外国人住民との交

流イベント等の施策の総称として多文化共生政策とい

う言葉を使用する。一般にはなじみの薄い「多文化共

生」という言葉が行政の現場において使用されるよう

になった経緯については小笠原（２０１５）を参照。
４ 地理情報分析支援システムMANDARA１０を使用した。
５ 地方自治体の行政組織においては，係に代わり室やグ

ループを設置する場合もある。本稿では，多文化共生

政策を担当する室やグループが自治体に存在した場合，

係が存在するものとしてカウントしている。
６ ただし，描画上の問題により，東京都の島嶼部に位置

する地方自治体（大島町，利島村，新島村，神津島村，

三宅村，御蔵島村，八丈町，青ヶ島村，小笠原村）は

除外した。

７ 例規集のほか，各自治体のHPに記載されている行政組

織の業務の概要も適宜参照している。
８ このような基準は，本稿が対象とする各地の基礎自治

体の組織を調査してゆくなかで直感的に設定した筆者

の恣意的なものであり，客観的な基準によるものでは

ないことは本稿の限界として記しておく必要がある。

今後の課題として，より客観的な基準から，多文化共

生政策を担当する行政組織の有無を特定してゆく必要

がある。
９ http : //www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_

02000193.html（２０１９年９月２２日確認）
１０ 磐田市では，自治市民部地域づくり応援課地域支援グ

ループにおいて９つ挙げられている所掌事務の１つと

して多文化共生政策が展開されている。
１１ 多文化共生政策を担当する行政組織（課・係）の有無

と外国人住民人口数との関係については，地方自治体

により外国人住民の実数にかなりのばらつきがあるた

めにクロス集計表分析は行わないことにした。
１２ あわら市総務課国際室（http : //www.city.awara.lg.jp/

mokuteki/cityinfo/life 1201/p 009967.html）２０１９年９月２２

日確認．

本稿は，平成２９年度科学研究費助成事業（基盤研究C）（一

般）課題番号１７K０３５６６ 「地方自治体における多文化共

生政策の選択：政治要因に着目して」（代表：若山将実）

の成果である。
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